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決算審査特別委員会（全体会） 

 

平成２８年９月２１日（水曜日）午前１０時４１分開会 

 

出席委員（２６名） 

委 員 長 鈴 木   紀  副 委 員 長 松 田 寛 人  

副 委 員 長 伊 藤 豊 美  副 委 員 長 櫻 田 貴 久  

委 員 藤 村 由美子  委 員 星   宏 子  

委 員 相 馬   剛  委 員 齊 藤 誠 之  

委 員 佐 藤 一 則  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 大 野 恭 男  委 員 髙 久 好 一  

委 員 磯 飛   清  委 員 眞 壁 俊 郎  

委 員 齋 藤 寿 一  委 員 君 島 一 郎  

委 員 吉 成 伸 一  委 員 金 子 哲 也  

委 員 若 松 東 征  委 員 山 本 はるひ  

委 員 相 馬 義 一  委 員 玉 野   宏  

委 員 平 山 啓 子  委 員 人 見 菊 一  

委 員 中 村 芳 隆    

 

欠席委員 

委 員 植 木 弘 行    

 

出席議会事務局職員 

議会事務局長 渡 邊 秀 樹 議 事 課 長 増 田 健 造 

議事課長補佐兼 
議事調査係長 

福 田 博 昭 議事調査係 長 岡 栄 治 

議事調査係 室 井 良 文 議事調査係 磯   昭 弘 

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   ○認定第 ３号 平成２７年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 
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   ○認定第 ４号 平成２７年度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

   ○認定第 ５号 平成２７年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

   ○認定第 ６号 平成２７年度那須塩原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

   ○認定第 ７号 平成２７年度那須塩原市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   ○認定第 ８号 平成２７年度那須塩原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   ○認定第 ９号 平成２７年度那須塩原市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   ○認定第１０号 平成２７年度那須塩原市墓地事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   ○認定第１１号 平成２７年度那須塩原市水道事業会計決算認定について 

    【３副委員長報告・質疑・討論・採決】 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時４１分 

 

◎開会及び委員長挨拶 

○渡邊事務局長 それでは、予算常任委員会全体会

議に続き、決算審査特別委員会全体会を開会いた

します。 

  本日の進行につきましては、お手元に配付いた

しております次第に沿って行います。進行は、委

員長の進行のほうでお願いいたします。 

  それでは、委員長、ご挨拶の後、進行のほうよ

ろしくお願いいたします。 

○鈴木（紀）委員長 皆さん、こんにちは。 

  本日は、お忙しい中、決算審査特別委員会全体

会へご出席いただき、誠にありがとうございます。 

  先日、９月17日なんですけれども、朝日新聞社

が主催の第71回関東合唱コンクールにおいて、三

島、黒磯北中が関東大会で金賞を受賞ということ

で全国大会に参加することになりましたので、ま

ずもっておめでとうございますし、我々も応援し

ていきたいと、そのように思いますので、よろし

くお願い申し上げたいと存じます。 

  さて、本定例会において当委員会に付託された

案件は、認定第３号から認定第11号までの決算認

定案件９件でございます。これらの議案につきま

しては、９月12日から14日にわたり、各分科会に

おいて慎重に審査されております。本日は、その

審査結果をもとに進めてまいります。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査とと

もに円滑な進行へのご協力をお願いを申し上げま

して、挨拶といたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎審査事項 

○鈴木（紀）委員長 それでは、次第３の審査事項

に入りますが、ここで本日の委員会の進め方につ

いてご説明を申し上げます。 

  まず、当委員会に付託されている議案９件全て

につきまして、各分科会における審査結果の報告

を行います。 

  報告が終わりましたら、議案ごとに順次、質疑、

討論、採決と進めてまいりたいと思います。 

  初めに、決算審査特別委員会第１分科会におけ

る審査結果について、松田副委員長から報告をお

願いいたします。 

○松田副委員長 決算審査特別委員会第１分科会の

審査経過と結果についてをご報告をいたします。 

  着座にてご報告をさせていただきます。 

  平成28年第４回那須塩原市議会定例会において、

当分科会に付託された案件は、一般会計及び特別

会計の決算認定案件４件であります。 

  付託案件を審査するため、本定例会に提出され

ました各会計歳入歳出決算書、市政報告書及び監

査委員から提出された決算審査意見書を参考にし

ながら、予算が適正かつ効率的に執行されている

か、係数に誤りはないか、行政効果はどうなのか

を基本に、去る９月12日月曜日、13日火曜日の２

日間、第１委員会室において、委員全員出席のも

と、所管の部長、課長等、関係職員の出席を求め、

慎重に審査を行いました。 

  以下は、その審査の経過と結果でありますが、

報告に当たりましては、各委員から出された意

見・質疑等を中心に申し上げます。 

  初めに、認定第３号 平成27年度那須塩原市一

般会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 

  まず、西那須野支所総務税務課の審査において、

執行部の説明に対し、委員から、財産収入の西那

須野地区の市有地貸付の内容についての質疑があ

り、執行部からは、市有地は、西那須野清掃セン

ター跡地で、跡地近くの道路工事において、工事
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車両駐車場・資材置き場・現場事務所として貸し

ているとの答弁がありました。 

  次に、西那須野支所市民福祉課の審査において、

執行部からの説明に対し、委員から、耐熱電動フ

ァイル修繕事業で33万4,800円かかっているが、

使用期間と今後も修繕が発生する可能性はあるの

かとの質疑があり、執行部からは、使用期間は27

年間であり、今後も点検を受けて必要な修繕を行

うとの答弁がありました。 

  次に、西那須野支所産業観光建設課の審査にお

いて、執行部からの説明に対し、委員から、平成

27年度新規事業の商工団体育成を目的とした、青

年・女性活性化対策事業への補助金の効果はとの

質疑があり、執行部からは、この事業については、

今後、那須塩原商工会と西那須野商工会の合併を

見据えて、事業盛んな青年部と女性部に対して交

流を狙いとしているとの答弁がありました。 

  次に、総務部総務課の審査において、執行部の

説明に対し、委員から、複合機を17台購入したが、

リース契約した場合と比較した実績についてはと

の質疑があり、執行部からは、５年間のリース契

約をした場合と新規購入の比較では、81万8,360

円のコストダウンとなったとの答弁がありました。 

  次に、総務部財政課の審査において、執行部の

説明に対し、委員から、交通安全対策特別交付金

の内容についての質疑があり、執行部からは、交

通違反をした反則金が国庫に納付され、国の特別

会計から交付税として都道府県に３分の２、市に

３分の１それぞれ区域内の事故発生件数、人口、

改良済み道路延長などをもとに按分されて配分さ

れるとの答弁がありました。 

  次に、総務部契約検査課の審査において、執行

部の説明に対し、委員から、工事成績評価システ

ムについて、業者が施工完了した後に点数が出て

いるが、平均成績はどのような傾向にあるのかと

の質疑があり、執行部からは、年間の平均をとっ

ているが、平成27年度の工事成績は平成26年度と

比較すると0.7ポイント下がっており、さらに

前々年度との比較では1.5ポイント下がっている

ので、下降傾向にあるとの答弁がありました。 

  次に、総務部課税課・収税課の審査において、

執行部の説明に対し、委員から、収税嘱託員２名

の勤務内容についての質疑がありました。執行部

から、嘱託員２名については、西那須野地区と塩

原地区の男性の方で、月曜日から金曜日まで８時

30分から17時までの勤務。市税や国保税の徴収な

どを行っているとの答弁がありました。 

  次に、塩原支所総務福祉課の審査において、執

行部の説明に対し、委員から、塩原庁舎内ファイ

リングキャビネット移設について、今まで廊下を

挟んで産業観光建設課と総務福祉課で分かれてい

た事務室を一体化するために要した費用とのこと

だが、事務室が一つになった効果について伺うと

の質疑があり、執行部から、台風等の災害のとき、

すぐに見えるところにそれぞれの係があるので、

横の連絡等、情報の共有化が図られている。空い

た事務室は、災害対応により参集した職員及び消

防団の待機場所として活用をしているとの答弁が

ありました。 

  次に、塩原支所産業観光建設課の審査において、

執行部の説明に対し、委員から、塩原温泉湯っ歩

の里の指定管理者委託68万2,858円が追加経費と

なった理由はとの質疑があり、執行部からは、消

費税が５％から８％に上がった３％分であるとの

答弁がありました。 

  次に、企画部企画政策課の審査において、執行

部の説明に対し、委員から、公共施設等総合管理

計画策定事業の平成27年度の事業内容について伺

うとの質疑があり、執行部から、公共施設等につ

いての事前調査、各施設のデータ収集や台帳整備
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を行った。平成28年度に継続しているものとして、

公共施設白書の作成、資産評価・資産有効活用の

調査を行っているとの答弁がありました。 

  次に、企画部シティプロモーション課の審査に

おいて、執行部の説明に対し、委員から、イメー

ジアップ推進事業で市の歌をつくったが、その後、

どのように利用しているのか、また広く市民に聞

いていただくのに、どのような対応をしているの

かとの質疑があり、執行部から、インターネット

からダウンロードしていただく、あるいは希望が

あればＣＤの貸し出しをしている。教育委員会で

は学校教材に取り入れ、広く生徒が斉唱するよう

な取り組みをしているとの答弁がありました。 

  次に、企画部秘書課の審査において、執行部の

説明に対し、委員から、国際交流推進員に賞与は

あるのかとの質疑があり、執行部から、自治体国

際化協会が外国人招致事業を行っており、その要

綱の中で、標準的な報酬額が定まっている。月額

報酬のみで賞与はないとの答弁がありました。 

  次に、企画部市民協働推進課の審査において、

執行部の説明に対し、委員から、行政連絡員215

人の報酬額はどのように決定されているのかとの

質疑があり、執行部から、行政連絡員の報酬につ

いては、均等割が年額４万円、戸数割が１戸当た

り750円、班数割は５班以下１万円、６班以上20

班以下は２万円、21班以上は３万円となっており、

それをもとに決定しているとの答弁がありました。 

  次に、選管・監査・固定資産評価・公平委員会

事務局の審査において、執行部の説明に対し、委

員から、固定資産評価審査委員会費の弁護士費用

の内容についての質疑があり、執行部から、相手

方から固定資産の評価額が高いことに対する、固

定資産評価委員会が調査して決定した内容につい

て不服があるとして、その取り消しを求める裁判

が起きているものとの答弁がありました。 

  次に、会計課の審査において、執行部の説明に

対し、委員から、自動釣銭機付レジスターの内容

についての質疑があり、執行部から、導入したレ

ジスターは納付書を投入すると金額を読み込み、

釣銭や札の枚数の間違いがないように導入したも

のとの答弁がありました。 

  なお、議会事務局の審査においては、委員から

特に質疑・ご意見等はありませんでした。 

  以上、審査の結果、認定第３号 平成27年度那

須塩原市一般会計歳入歳出決算認定については、

全員異議なく原案のとおり認定すべきものと決し

ました。 

  続きまして、特別会計の決算認定案件４件につ

いて申し上げます。 

  まず、認定第４号 平成27年度那須塩原市国民

健康保健特別会計歳入歳出決算認定について、執

行部からの説明に対し、委員から、自動電話催告

で対象件数3,368件のうち、本人と連絡が取れた

件数が715件とあるが、納付状況はとの質疑があ

り、執行部から、本人と連絡が取れた件数は全体

の21％だが、１週間以内の納付額は195件で410万

円であったとの答弁がありました。 

  審査の結果、認定第４号 平成27年度那須塩原

市国民健康保健特別会計歳入歳出決算認定につい

ては、全員異議なく原案のとおり認定すべきもの

と決しました。 

  次に、認定第５号 平成27年度那須塩原市後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、

執行部からの説明に対し、委員からは特に質疑・

意見等はなく、全員異議なく原案のとおり認定す

べきものと決しました。 

  次に、認定第６号 平成27年度那須塩原市介護

保険特別会計歳入歳出決算認定について、執行部

からの説明に対し、委員から、滞納繰越を続けて

いくと、最終的にどのような処理になるのかとの
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質疑があり、執行部から、介護保険料は２年で時

効になるが、徴収できない場合には差し押さえと

なる。財産調査や本人と面接して収入状況の確認

を行う。それでも徴収できない場合は執行停止に

より不納欠損となるとの答弁がありました。 

  審査の結果、認定第６号 平成27年度那須塩原

市介護保険特別会計歳入歳出決算認定については、

全員異議なく原案のとおり認定すべきものと決し

ました。 

  次に、認定第９号 平成27年度那須塩原市温泉

事業特別会計歳入歳出決算認定について、執行部

からの説明に対し、委員から、上・中塩原温泉使

用料滞納繰越で、収入率が非常に低い理由は何か

との質疑があり、執行部から、過年度で滞納世帯

が３世帯あり、そのうち１世帯は現在も使用中で

滞納額が多いためであるとの答弁がありました。 

  審査の結果、認定第９号 平成27年度那須塩原

市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定については、

全員異議なく原案のとおり認定すべきものと決し

ました。 

  以上で、当分科会に付託された案件の審査経過

並びに結果についての報告を終わります。 

○鈴木（紀）委員長 ありがとうございました。 

  次に、第２分科会における審査結果について、

伊藤副委員長から報告をお願いいたします。 

○伊藤副委員長 報告に当たりましては、着座のま

まで報告をさせていただきます。 

  決算審査特別委員会第２分科会の審査の経過と

結果についてご報告いたします。 

  平成28年第４回那須塩原市議会定例会において、

当分科会に付託された案件は、決算認定案件４件

であります。 

  付託案件を審査するため、本定例会に提出され

ました各会計歳入歳出決算書、市政報告書及び監

査委員から提出された決算審査意見書を参考にし

ながら、予算が適正かつ効果的に執行されている

か、係数に誤りはないか、行政効果はどうなのか

を基本に、去る９月12日月曜日から14日の水曜日

の３日間、第４委員会室において、委員全員出席

のもと、所管の部長、課長等、関係職員の出席を

求め、慎重に審査を行いました。 

  以下は、その審査の経過と結果でありますが、

報告に当たりましては、各委員から出された質疑

等を中心に申し上げます。 

  それでは、初めに、認定第３号 平成27年度那

須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について申し

上げます。 

  まず、子ども未来部について申し上げます。 

  子育て支援課の審査においては、委員から、要

支援児童放課後応援事業は、対象児童が10名で、

ＮＰＯが運営しているとのことだが、その内容に

ついて伺うとの質疑があり、執行部からは、児童

を放課後迎えに行き、食事と入浴と学習支援の提

供をしている。また、原則宿泊はなし、家庭状況

に応じて週２回から３回の利用をしているとの答

弁がありました。 

  保育課の審査においては、委員から臨時保育士

の賃金が改善されているにもかかわらず、人数が

ふえていないことから、基本的に人数が足りてい

ないと受けとめる。臨時保育士の処遇改善をしな

いと、結果的に子どもを預かれないことから、待

機児童の解消もできないと考えるため、反対する

との反対討論がありました。 

  次に、教育部について申し上げます。 

  教育総務課の審査においては、委員から、小学

校施設整備事業が当初予算に対し、決算額が500

万円程度増額となっているが、その理由について

伺うとの質疑があり、執行部からは、消防設備保

守点検業務の中で、指摘のあった消防設備を早急

に修繕するため増額補正し、対応したものである
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との答弁がありました。 

  学校教育課の審査においては、委員から、スク

ールソーシャルワーカーの効果について伺うとの

質疑があり、執行部からは、スクールソーシャル

ワーカーは関係機関と連携し、さまざまな事情を

抱える子どもの環境を整える大きな役割を担って

いる。平成27年度では、不登校やネグレクト、家

庭内暴力、保護者の問題に対し、727件の対応を

行っており、手厚いサポートをしているとの答弁

がありました。 

  生涯学習課の審査においては、委員から、なす

しおばら まなび博覧会の参加者が前年度に比べ

大幅にふえているが、工夫した点について伺うと

の質疑があり、執行部からは、全学校へのチラシ

配布や市民の博覧会への理解、さらに、気象予報

士の森田さんの講演に多くの来場があったとの答

弁がありました。 

  スポーツ振興課の審査においては、委員から、

体育施設の管理運営・整備費について、前年度決

算額を上回っているものが多いが、今後の見通し

について伺うとの質疑があり、執行部からは、ス

ポーツ施設整備計画に基づき、整備を進めている

が、５年後の栃木国体でも２種目で市所有の体育

施設を使用するため、今後も多くなるものと予想

されるとの答弁がありました。 

  最後に、保健福祉部について申し上げます。 

  健康増進課の審査においては、委員から、30・

35歳節目検診と30・35歳節目骨粗しょう症検診の

違いは何かとの質疑があり、執行部からは、同日

に行っている検診ではあるが、骨粗しょう症検診

の対象は女性のみとなっているとの答弁がありま

した。 

  国保年金課の審査においては、委員から、国民

健康保険基盤安定制度負担金が昨年度よりふえて

いるが、どのような理由か伺うとの質疑があり、

執行部からは、保険者の数や所得割合などにより

算出されるもので、年によって大きな変動がある

との答弁がありました。 

  高齢福祉課の審査においては、委員から、生き

がいサロンの推進事業費と推進事業設備改修費の

違いは何かとの質疑があり、執行部からは、設備

改修費は、開設した年のみ10万円を限度に支出す

るもので、推進事業費は運営費として１カ月３万

円として補助するものであるとの答弁がありまし

た。 

  社会福祉課の審査においては、委員から、生活

保護受給者の受給後の調査について伺うとの質疑

があり、執行部からは、毎年６月に受給者全員に

対し、すべての資産を報告するよう調査を行って

いるとの答弁がありました。 

  なお、市民課の審査においては、委員から特に

質疑・意見等はありませんでした。 

  採決の結果、子ども未来部所管の認定第３号 

平成27年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定

については、賛成多数で原案のとおり認定すべき

ものと決しました。 

  また、教育部及び保健福祉部については、審査

の結果、すべての課において、認定第３号 平成

27年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定につ

いては、全員異議なく原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

  続いて、認定第４号 平成27年度那須塩原市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について申

し上げます。 

  健康増進課の審査においては、委員から、平成

27年度の特定健診の受診率は何パーセントか伺う

との質疑があり、執行部からは、38.6％であり、

前年度が38.3％であることから0.3％上昇してい

るとの答弁がありました。 

  国保年金課の審査においては、委員から、葬祭
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給付費の支出が187件とのことだが、請求してい

ないため少ないということかとの質疑があり、執

行部からは、国民健康保険に該当する方のみであ

り、対象者はほぼ給付を受けていると理解してい

るとの答弁がありました。 

  審査の結果、健康増進課、国保年金課所管の認

定第４号 平成27年度那須塩原市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定については、全員異議な

く原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  続いて、認定第５号 平成27年度那須塩原市後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

申し上げます。 

  執行部からの決算説明に対し、特に質疑等はな

く、審査の結果、全員異議なく原案のとおり認定

すべきものと決しました。 

  続いて、認定第６号 平成27年度那須塩原市介

護保険特別会計歳入歳出決算認定について申し上

げます。 

  高齢福祉課の審査においては、委員から、介護

支援ボランティアポイント事業の状況について伺

うとの質疑があり、執行部からは、ボランティア

の登録数は87人、受け入れ事業所数は77事業所で

あるとの答弁がありました。 

  審査の結果、高齢福祉課所管の認定第６号 平

成27年度那須塩原市介護保険特別会計歳入歳出決

算認定については、全員異議なく原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  以上で、当分科会に付託された案件の審査経過

並びに結果についての報告を終わります。 

○鈴木（紀）委員長 ありがとうございました。 

  次に、第３分科会における審査結果について、

櫻田副委員長から報告をお願いいたします。 

○櫻田副委員長 皆さん、こんにちは。 

  決算審査特別委員会第３分科会の審査経過と結

果について、着座のまま報告をさせていただきま

す。 

  それでは、平成28年第４回那須塩原市議会定例

会において、当分科会に付託された案件は、決算

認定案件５件であります。 

  これら案件を審査するに当たり、本定例会に提

出された各会計歳入歳出決算書、市政報告書、監

査委員から提出された各会計の決算審査意見書を

参考にしながら、予算が適正かつ効率的に執行さ

れているか、係数に誤りはないか、また、行政効

果はどうなのかなどを基本とし、去る９月12日か

ら14日の３日間、第２委員会室において、委員全

員出席のもと、所管の部長、課長等、関係職員の

出席を求め、慎重に審査を行いました。 

  以下は、その審査の経過と結果でありますが、

報告に当たりましては、各委員から出された質疑

等を中心に申し上げます。 

  初めに、認定第１号 平成27年度那須塩原市一

般会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 

  まず、上下水道部下水道課の審査では、委員か

ら、下水道事業特別会計繰出金については、どの

ようなものについて繰り出すことができるのかと

の質疑があり、執行部からは、雨水の処理費等の

下水道に関連して市が負担すべきものが市から適

切に繰り出してよいということになっている。一

方、汚水処理に係るもの等については、繰り出せ

ないということではないが、できるだけ下水道事

業の使用料で賄うことという指針が出ているとの

答弁がありました。 

  次に、生活環境部環境管理課の審査では、委員

から、環境家計簿について実施方法を工夫しない

と取り組みがふえないのではないかと考えるが、

今回の決算を受けてどう考えるかとの質疑があり、

執行部からは、現状をいかに把握し、どのように

取り組んでいくかということは今後の検討課題だ

と考えており、今年度協議してなるべく良い方向
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にしていきたいと考えているとの答弁がありまし

た。 

  また、他の委員からは、稀少動植物の保護対策

事業費として当初予算では70万円が交付金として

計上されていたが、決算ではどのようになってい

るかとの質疑があり、執行部からは、７団体を予

算化していたが、今回は実績がなかったとの答弁

がありました。 

  次に、生活環境部環境対策課の審査では、委員

から、旧清掃センター管理運営事業の公課費で、

賦課金として旧西那須野清掃センターという項目

があるが、この内容はとの質疑があり、執行部か

らは、国の公害健康被害補償制度に係るもので、

昭和62年４月１日にばい煙装置を有していた施設

については、施設がなくなったとしても支払いを

続ける義務があるというものであるとの答弁があ

りました。 

  また、他の委員からは、産業廃棄物対策事業の

消耗品費の内訳はとの質疑があり、執行部からは、

主なものとしては、不法投棄の禁止看板、不法投

棄監視カメラ関係の設置看板、監視員の作業着等

であるとの答弁がありました。 

  また、他の委員からは、広報用の雑紙袋につい

て配布した効果は調べたかとの質疑があり、執行

部からは、全市内のごみ量で効果がわかるかと考

えていたが、市全体の資源ごみの中で紙類は民間

での回収によって減少している分が大き過ぎて、

この雑紙袋の効果というのは把握できない。イベ

ントでの配布の際や個別のアンケート等の中では、

とても良いという声は聞いているとの答弁があり

ました。 

  次に、生活環境部生活課の審査では、委員から、

消費生活センターについて、相談件数はふえてい

るのかとの質疑があり、執行部からは、平成26年

度は681件、平成27年度は735件であり、相談件数

は前年と比較して54件ほどふえているとの答弁が

ありました。 

  また、他の委員からは、予約ワゴンバスの経費

についてどのように考えているかとの質疑があり、

執行部からは、ゆーバスの赤字路線をピックアッ

プして予約ワゴンバスの形態になったものである

ため、１人当たりの経費というものを数字であら

わすと厳しい現状であるが、現在の契約期間等が

ある中で、制度設計も含めて、どのような形がよ

いのかということは検討したいとの答弁がありま

した。 

  次に、農業委員会事務局の審査では、委員から、

農地利用状況調査に関しては、当市における遊休

農地の数等のデータはホームページにアップされ

ているかとの質疑があり、執行部からは、市ホー

ムページには載せていない。「全国農地ナビ」と

いう農地の状況等が見られるサイトが現在全国的

なものとして構築中であり、そこにデータを載せ

る段取りをしているとの答弁がありました。 

  また、他の委員からは、農業経営基盤強化事業

における国有農地に関して、面積と使われ方はと

の質疑があり、執行部からは、市全域で８件８筆、

7,907㎡あり、このうち４件４筆、2,553㎡が農耕

目的の貸し付け、４件４筆、5,354㎡が何も利用

されていないものであるとの答弁がありました。 

  また、他の委員からは、遊休農地に関して、前

年度にあったものがどのくらい解消され、新たに

どのくらい見つかったかとの質疑があり、執行部

からは、平成27年度の調査結果に基づくと、解消

面積が約１万3,000㎡、新たに遊休農地として増

加した分が約９万2,000㎡であるとの答弁があり

ました。 

  次に、建設部都市計画課の審査では、委員から、

立地適正化計画策定を３年で予定しているが、予

定どおり進んだのかとの質疑があり、執行部から
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は、１年目である平成27年度については、現況分

析をし、まちがどういった形になっていくかとい

うことを検討した。今のところ、予定通りに進ん

でいるとの答弁がありました。 

  また、他の委員からは、屋外広告物設置状況調

査業務について、実態を調査した結果をどのよう

に生かしていくのかとの質疑があり、執行部から

は、先行しての平成26年度の調査によって、届け

出自体が出ていない看板が多数散在することが分

かっている。全容を把握した中で検討資料とし、

どういった形での許可申請が好ましいのかという

部分を含めて検討していきたいとの答弁がありま

した。 

  次に、建設部都市整備課の審査では、委員から、

那須塩原駅東口バリアフリー化事業について、予

算化されたにもかかわらず、平成27年度に実施設

計に入れなかった理由はとの質疑があり、執行部

からは、ＪＲとの協議の中で、エレベーターの設

置箇所が線路敷きの施設に影響があるかどうかの

調査業務をまずは行うこととなったためである旨

答弁があり、また、事業の詳細な進捗状況につい

て説明がありました。 

  また、他の委員からは、市営住宅入居者移転に

伴う移転補償について稲村と烏ヶ森があるが、内

容はとの質疑があり、執行部からは、長寿命化計

画によって用途廃止とされている烏ヶ森と稲村の

長屋の市営住宅について、解体工事に入るため、

入居者に別の市営住宅に移転していただくための

移転補償であるとの答弁がありました。 

  次に、建設部道路課の審査では、委員から、道

路台帳管理システム整備業務について、その成果

はとの質疑があり、執行部からは、システムの導

入により、これまで紙ベースで管理していた数種

類ある情報を一元管理できたこと、窓口カウンタ

ーへの設置により市民や業者の求める道路台帳が

スムーズに発行できること、また、支所への配置

により同じ情報が支所でも閲覧可能であること等

が成果であるとの答弁がありました。 

  また、他の委員からは、社会資本整備総合交付

金について、繰越明許がなされている主な事業は

との質疑があり、執行部からは、新南・下中野線

の道路改良工事を繰り越ししたものであるとの答

弁がありました。 

  次に、建設部建築指導課の審査では、委員から、

特定建築物耐震診断費等補助事業について、診断

がなされた１棟の具体的な建物についてと、予算

で見込んでいた経費の内容について質疑があり、

執行部からは、診断をした建築物は、塩原地区の

ホテルである。予算額は２棟分を計上していたが、

そのうち１棟は耐震義務化建築物から外れたこと

から１棟分の事業となったとの答弁がありました。 

  次に、産業観光部農務畜産課の審査では、委員

から、農業再生協議会の事務局の構成メンバーは

との質疑があり、執行部からは、幹事長として産

業観光部長、事務局長として農務畜産課長がおり、

その他に事務局職員が８名、そのうち２名が農務

畜産課から派遣されており、あと６名が臨時職員

である。その臨時職員のうちの１名が農協から派

遣されているとの答弁がありました。 

  また、他の委員からは、畜産フェアは好評であ

るが、担当部局としてはどのように認識している

かとの質疑があり、執行部からは、畜産物全般等

をＰＲする場、また、生産者と消費者が集う場と

して、ことしで22年目を迎える長い事業であり、

こういった場は必要であると感じているとの答弁

がありました。 

  次に、産業観光部農林整備課の審査では、委員

から、土地改良区への補助金について、土地改良

区によって大きく金額が違っている理由はとの質

疑があり、執行部からは、合併以前から会の運営
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を支援する目的の補助金として始まっており、そ

れぞれ旧３市町の中で額が決まってきたところで

あるが、各土地改良区が管理する施設、規模、受

益地の面積等がそれぞれ異なっているため額の差

が出ているとの答弁がありました。 

  また、他の委員からは、国営那須野が原総合開

発事業の農業水利施設保全合理化事業について、

予算額と決算額の差の原因はとの質疑があり、執

行部からは、国庫補助事業であり、国に要望した

中でその現年度になってから内示として、補助金

の枠として減額配分されてしまったということで

あるとの答弁がありました。 

  討論では、委員から、認定すべきものとするこ

とに賛成ではあるが、土地改良区に対する運営費

の補助金に関しては、積算根拠がわかりにくい部

分がある。しっかりとした積算根拠をもって、今

後わかりやすく説明していただき、平成29年度予

算には、多少なりともその部分が明確であるよう

な予算づけをしていただくことを強く要望すると

の賛成討論がありました。 

  次に、産業観光部商工観光課の審査では、委員

から、空き店舗対策事業において、２件の実施が

あったとのことだが、その内容はとの質疑があり、

執行部からは、革製品の事業者と雑貨店の２件で、

３カ月間の体験チャレンジという形で実施したと

の答弁がありました。 

  また、他の委員からは、企業誘致に関して進捗

管理はなされていたかとの質疑があり、執行部か

らは、委託事業者との打ち合わせについて、企画

部でも委託している部分もある中で、昨年につい

ては月に１回程度、状況報告、事業調整等打ち合

わせをしているとの答弁がありました。 

  以上、審査の結果、認定第３号 平成27年度那

須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についての第

３分科会所管分については、全員異議なく認定す

べきものと決しました。 

  続いて、認定第７号 平成27年度那須塩原市下

水道事業特別会計歳入歳出決算認定について申し

上げます。 

  上下水道部下水道課の審査では、委員から、原

発事故東電賠償金について何に対してのものかと

の質疑があり、執行部からは、放流水の水質検査

及び汚泥の処理費であり、大部分は汚泥の処理費

に係るものであるとの答弁がありました。 

  また、他の委員からは、水処理センター施設整

備費について、当初予算の２分の１程度の執行と

なっている理由はとの質疑があり、執行部からは、

塩原水処理センターで２カ年の継続事業があり、

工事を発注したところ、特注品の部品について年

度内に納品が難しく年度内に終わらず、実質、着

手分の金額しか支出できなかったということが主

な原因であるとの答弁がありました。 

  以上、審査の結果、認定第７号 平成27年度那

須塩原市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、全員異議なく認定すべきものと決しま

した。 

  続いて、認定第８号 平成27年度那須塩原市農

業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て申し上げます。 

  上下水道部下水道課の審査において、委員から

は、特に質疑、意見等はなく、全員異議なく認定

すべきものと決しました。 

  続いて、認定第10号 平成27年度那須塩原市墓

地事業特別会計歳入歳出決算認定について申し上

げます。 

  生活環境部環境管理課の審査では、委員から、

墓地使用料について未使用の墓地が返還されたの

で新たに募集したということだが、特に平成27年

度にそのような調査をかけて働きかけをして返還

となったというものかとの質疑があり、執行部か
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らは、あくまでもこの返還については、使用者か

ら自主的に返納していただいた形である。返還の

理由としては、他に墓地を設けたり、墓地を求め

た等という理由がほとんどであるとの答弁があり

ました。 

  以上、審査の結果、認定第10号 平成27年度那

須塩原市墓地事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いては、全員異議なく認定すべきものと決しまし

た。 

  続いて、認定第11号 平成27年度那須塩原市水

道事業会計決算認定について申し上げます。 

  上下水道部水道課の審査では、委員から、営業

収益の５分の１ほどの額を北那須水道へ受水費と

して支払っていることについての考え方はとの質

疑があり、執行部からは、金額面でそれぞれの水

道施設、設備を整備したり、今ある設備をつくり

変えたり、維持していくよりは、北那須から購入

したほうが計算上安いため、購入しているもので

あるとの答弁がありました。 

  また、他の委員からは、水道料金等の収入、不

納欠損等に関連して債権放棄をするということに

ついて、議会の議決を得ることや条例をつくる等

といった検討というのは、これまでされてきたか

との質疑があり、執行部からは、水道事業につい

ては、不納欠損と債権放棄ということを別々に捉

えていたというのが実情であり、監査委員より指

摘を受けた。他の市町で条例をつくったりという

ところがあり、今後は参考にしながら適正に対応

していきたいとの答弁がありました。 

  以上、審査の結果、認定第11号 平成27年度那

須塩原市水道事業会計決算認定については、全員

異議なく認定すべきものと決しました。 

  以上で、当分科会に付託された案件の審査経過、

並びに結果についての報告を終わります。 

○鈴木（紀）委員長 ありがとうございました。 

  以上で各分科会における審査結果の報告が終わ

りましたので、これより各議案の審査に入ります。 

  まず、認定第３号 平成27年度那須塩原市一般

会計歳入歳出決算認定についてを議題といたしま

す。 

  各分科会の報告に対し、質疑、ご意見等をお受

けいたします。 

  髙久委員。 

○髙久委員 報告の中で報告漏れがあったのではな

いか、確認をお願いしたいです。 

○鈴木（紀）委員長 どこでしょう。 

○髙久委員 認定第３号で、私のほうで社会保障・

税番号制度について意味合いということで、意見

を言っている、異議ありを言っているんですが、

それがなかったんです。 

○鈴木（紀）委員長 先ほどの副委員長の答弁の中

で、たしかそれについては、詳しくは説明はなか

ったですけれども、反対という形での説明はあっ

たかなと思うんですが……。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３０分 

 

再開 午前１１時３２分 

 

○鈴木（紀）委員長 休憩前に戻ります。 

  会議を再開いたします。 

  委員長報告は、質疑を中心に報告されています。

あくまで全てを報告するものではありません。報

告は委員長に一任されていると思いますので、そ

ういうことで了解していただきたいと思います。 

○髙久委員 了解しました。 

○鈴木（紀）委員長 それでは、ほかに質疑、意見

等はありませんか。 

〔発言する人なし〕 
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○鈴木（紀）委員長 それでは、ないようですので、

質疑を終了し、討論を許します。 

  討論ございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 それでは、認定第３号 平成27年度那

須塩原市一般会計歳入歳出決算認定に対する反対

討論です。 

  反対する理由は、保育園臨時職員費４億2,526

万1,013円があります。321人の保育に関する臨時

職員の中には、主な配置として、保育の欠員補充

の90人、発達支援保育の75人、時差保育の53人が

あります。市は、市民の保育ニーズに沿うため、

保育士や潜在保育士の採用する処遇改善のため、

保育士の日給を7,200円から7,600円に引き上げ、

勤務時間も希望に沿って配置するようにしている

が、なかなか集まらない現状があるとしています。 

  臨時職員は７時間45分勤務に換算して64％を占

め、保育士の資格のない人もいます。研修を行っ

て保育士の質を確保しているとしていますが、職

員が３割、正職員が３割以下という保育状況では

認定することはできません。資格があり、繰り返

し任用している人は正職員に採用し、希望者には

正職員の研修にも参加できるようにし、保育の質

を向上させるべきです。 

  以上、認定第３号 平成27年度那須塩原市一般

会計歳入歳出決算認定について反対する討論です。 

○鈴木（紀）委員長 ほかに討論ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 それでは、ありませんので、

反対討論がございましたので、起立により採決い

たします。 

  認定第３号 平成27年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを原案のとおり認定すべ

きものとすることに賛成する委員の起立を求めま

す。 

〔賛成者起立〕 

○鈴木（紀）委員長 起立多数と認めます。 

  よって、認定第３号は原案のとおり認定すべき

ものと決しました。 

  次に、認定第４号 平成27年度那須塩原市国民

健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議

題といたします。 

  分科会の報告に対し、質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  質疑、ご意見等ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 ないようですので、質疑を終

了し、討論を許します。 

  討論ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 ないようですので、討論を終

結し、採決いたします。 

  認定第４号 平成27年度那須塩原市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定についてを原案のと

おり認定すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第４号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  次に、認定第５号 平成27年度那須塩原市後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを

議題とします。 

  各分科会の報告に対し、質疑、ご意見等をお受

けいたします。 

  質疑、ご意見等ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 ないようですので、質疑を終

了し、討論を許します。 

  討論はございますか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 ないようですので、討論を終

結し、採決いたします。 

  認定第５号 平成27年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定については原案の

とおり認定すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第５号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  次に、認定第６号 平成27年度那須塩原市介護

保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題と

します。 

  分科会の報告に対し、質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  質疑、ご意見等ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 ないようですので、質疑を終

了し、討論を許します。 

  討論ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 ないようですので、討論を終

結し、採決いたします。 

  認定第６号 平成27年度那須塩原市介護保険特

別会計歳入歳出認定については原案のとおり認定

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第６号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  次に、認定第７号 平成27年度那須塩原市下水

道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題

とします。 

  分科会の報告に対し、質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  質疑、ご意見等ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木（紀）委員長 ないようですので、質疑を終

了し、討論を許します。 

  討論ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木（紀）委員長 ないようですので、討論を終

結し、採決いたします。 

  認定第７号 平成27年度那須塩原市下水道事業

特別会計歳入歳出決算認定については原案のとお

り認定すべきものとすることにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第７号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  次に、認定第８号 平成27年度那須塩原市農業

集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について

を議題とします。 

  分科会の報告に対し、質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  質疑、ご意見等ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 ないようですので、質疑を終

了し、討論を許します。 

  討論ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 ないようですので、討論を終

結し、採決いたします。 

  認定第８号 平成27年度那須塩原市農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算認定については原案

のとおり認定すべきものとすることにご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○鈴木（紀）委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第８号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  次に、認定第９号 平成27年度那須塩原市温泉

事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題と

いたします。 

  分科会の報告に対し、質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  質疑、ご意見等ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 ないようですので、質疑を終

了し、討論を許します。 

  討論ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 ないようですので、討論を終

結し、採決いたします。 

  認定第９号 平成27年度那須塩原市温泉事業特

別会計歳入歳出決算認定については原案のとおり

認定すべきものとすることにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第９号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  次に、認定第10号 平成27年度那須塩原市墓地

事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題と

いたします。 

  分科会の報告に対し、質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  質疑、ご意見等ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 ないようですので、質疑を終

了し、討論を許します。 

  討論ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 ないようですので、討論を終

結し、採決いたします。 

  認定第10号 平成27年度那須塩原市墓地事業特

別会計歳入歳出決算認定については原案のとおり

認定すべきものとすることにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第10号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  次に、認定第11号 平成27年度那須塩原市水道

事業会計決算認定についてを議題といたします。 

  分科会の報告に対し、質疑、ご意見等をお受け

いたします。 

  質疑、ご意見等ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 ないようですので、質疑を終

了し、討論を許します。 

  討論ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 ないようですので、討論を終

結し、採決いたします。 

  認定第11号 平成27年度那須塩原市水道事業会

計決算認定については原案のとおり認定すべきも

のとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第11号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  以上で審査事項は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○鈴木（紀）委員長 次に、４のその他に入ります。 
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  その他で委員の皆様から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木（紀）委員長 事務局よりその他で何かござ

いますか。 

  局長。 

○渡邊事務局長 ございません。 

○鈴木（紀）委員長 これで、本定例会における当

委員会の議事日程は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は、本職が作成し、議長

に提出いたしますので、ご一任くださいますよう

お願いをいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○鈴木（紀）委員長 以上をもちまして決算審査特

別委員会全体会を閉会といたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午前１１時４３分 




